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　業 務 名

（電子入札対象案件）

（電子契約対象案件）

　業務目的

　業務内容

　本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

　成果物について

　履行期間

2

　成果物は、特記仕様書第12条のとおりとする。

     家屋調査家屋等　N=47棟

 　　家屋調査　家屋等　N=6棟

(4)

入　札　公　告

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

　次のとおり一般競争入札に付します。

地盤変動影響調査等

(1)

(2)

　本業務は、釧路川(標茶右岸築堤、弟子屈築堤)での河川改修工事に伴う家屋等に関
する事業損失調査を行うものである。

(3)

令和７年６月26日

支出負担行為担当官
　北海道開発局釧路開発建設部長　坂　憲浩

　業務概要

 　　　区分所有建物等　N=20戸

 　　　工作物　N=2箇所

 ３）事業損失事前調査

 １）現地踏査　N=1式

 ２）事業損失事後調査

(6) 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入
札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができ
る。

(7) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う
対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代える
ものとする。

　競争参加資格

(1) 　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という｡）第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 　北海道開発局における令和７・８年度の業種区分「補償関係コンサルタント」に係
る一般競争（指名競争）参加資格の決定を受けていること。

釧路川事業損失防止調査業務

騒音・振動調査　N=8測線ア

イ

(5) 契約締結日の翌日から令和８年３月19日まで



(12) 配置予定の管理技術者は下記ア、イ、ウ及びエの全ての条件を満たす者であるこ
と。なお、下記イ及びウにおける対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情
により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加える事
ができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。

ア 　次のいずれかの資格等を有する者。

(ｱ) 　登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、「事業損失部門」の
「補償業務の管理をつかさどる専任の者（補償業務管理者）」

(ｲ) 　一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及
び検定試験実施規程（平成３年３月28日理事会決定。以下「実施規程」とい
う。）第３条に掲げる登録部門のうち、「事業損失部門」において実施規程第
14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。

(ｳ) 　登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、「事業損失部門」に
係る補償業務に関し７年以上の実務経験を有する者。

(ｴ) 　運用通知記２(5)に定める者のうち、「補償業務全般に関する指導監督的実務
経験３年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者」。

(ｵ) 　公益社団法人土地改良測量設計技術協会が認定し、土地改良補償業務管理者
等登録名簿に登録された土地改良補償業務管理者。

(3)

(11) 令和４年度から令和５年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の補償
関係コンサルタント業務の平均業務評定点が60点未満でないこと。ただし、当該業務
成績がない場合は、この限りではない。

　平成27年度以降入札公告日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含ま
ない）のうち、北海道内において、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は
土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者が発注した、登録規程第２条第
１項の別表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」（令和２
年12月23日国不用第35号。以下「運用通知」という。)記１の別紙に掲げる登録部
門のうち、「事業損失部門」に係る業務(以下「同種業務」という。)について、１
件以上の実績を有すること。ただし、北海道開発局発注業務（北海道開発局発注業
務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内
閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務）の業務成績が60点未満の場合は実績とし
て認めない。

ア

(10) 　競争参加資格確認申請者は、以下のいずれかの実績を有する者とする。

(5) 　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない
こと。

(6) 　法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(7) 　労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

　北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領（昭和60年４月１日付け北開局工第
１号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明書
参照）

イ 　平成27年度以降入札公告日までに完了した業務のうち、中間貯蔵施設整備事業に
ついて環境省が発注した同種業務について、同省の証明を受けた１件以上の実績を
有すること。

　また、一般競争参加資格の決定を受けていない者も申請書等を提出することができ
るが、競争に参加するためには、開札の時において、上記の一般競争参加資格の決定
を受けていなければならない。

(8) 　北海道内に営業拠点（本支店・営業所）を有するものであること。なお、営業所等
に関する確認資料の提出を求めることがある。

(9) 　「補償コンサルタント登録規程（昭和59年９月21日建設省告示第1341号。以下「登
録規程」という。）」第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、「事業損失部
門」において登録を受けていること。



(13) 　配置予定管理技術者相当の担当技術者の配置要件

本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技
術者とは別に、以下のアからエまでの全ての要件を満たす担当技術者を１名配置する
こととし、低入札価格調査時にア、イ及びエが確認できる書面を提出すること。その
上で、全ての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「北
海道開発局競争契約入札心得について」（平成24年３月28日北開局工管第250号）第６
条第１項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を
無効とするものとする。

ア 　予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者

イ

ウ

　予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者

　予定管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

エ

(ｳ)

(ｴ)

　当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

　当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

　手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している
予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

　手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額が500万円以
上の業務をいい、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除
し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。以下、同じ。

　その上で、予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場
合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」（平成24年３月28日北開局工
管第250号）第６条第１項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札
として、その入札を無効とするものとする。

　その上で、以下の(ｱ)から(ｴ)までの全ての要件を満たす管理技術者に交代させる
措置請求を行う。管理技術者等を交代せず業務の履行を継続した場合は当該業務の
業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措
置を講ずるものとする。

イ 　平成27年度以降入札公告日までに完了した同種業務の実績を有する者。同種業務
の実績は、担当技術者として従事した業務経験又は発注機関の調査職員（監督職
員）として従事した同種業務の経験も実績として認める。ただし、北海道開発局発
注業務（北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総
合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務）の業務成績
が60点未満の場合は実績として認めない。

(ｲ)

　公示日現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総
合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタ
ント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手
持ち業務量の契約金額を５億円から2.5億円に、件数を10件から５件にするものと
する。

　また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で５億円、件
数で10件（公示日現在での手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国土技術政
策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサ
ルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約
金額で2.5億円、件数で５件）を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくそ
の旨を報告しなければならない。

(ｱ) 　当該管理技術者と同等の同種業務実績を有する者

　公示日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む）が５
億円未満かつ10件未満である者。ただし、本業務において担当技術者を兼務する場
合は、手持ち業務量（本業務及び特定後未契約のものを含む）が５億円未満かつ10
件未満である者。

　令和２年度から令和５年度末までに完了した業務について、管理技術者として従
事した北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が60点未
満でないこと。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。

ウ



3

4

　郵送又は託送先は、北海道開発局釧路開発建設部　契約課　上席専門官(業務入
札担当)。

エ 　手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定
管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

　申請書及び資料の提出期間及び方法

　入札手続等

イ 　紙により持参する場合の提出期限は、令和７年８月20日（水）10時00分。

令和７年６月26日（木）から令和７年７月７日（月）12時00分までに、電子入札シ
ステムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書
留郵便（提出期間内必着。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必
着。）により提出すること。提出先は上記３(1)に同じ。

　入札保証金及び契約保証金　免除

(3) 　入札の無効

　提出先は、北海道開発局釧路開発建設部　契約課　上席専門官（業務入札担
当）。

ウ 　郵送又は託送による入札の受領期限は、令和７年８月20日（水）10時00分。

開札は、令和７年８月26日（火） ９時00分 北海道開発局釧路開発建設部 入
札執行室にて行う。

　その他

エ

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者
のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 　落札者の決定方法

(1) 　手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。

(2)

(4) 　入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

　入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合
は紙により持参、書留郵便（提出期間内必着。）又は託送（書留郵便と同等のものに
限る。提出期間内必着。）により提出すること。

ア   電子入札システムによる入札の締め切りは、令和７年８月20日（水）10時00分。

(1) 　担当部局

　〒085-8551　北海道釧路市幸町10丁目3番地　釧路地方合同庁舎

　北海道開発局釧路開発建設部　契約課　上席専門官（業務入札担当）

　電話 0154-24-7125（ダイヤルイン）

(2) 　入札説明書の交付期間及び交付方法

入札説明書は、令和７年６月26日（木）から令和７年８月20日（水）までの行政機
関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機関の休日を除
く毎日、９時00分から17時00分まで、電子入札システムにより交付する。（ただし、
最終日は10時00分まで。）紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を
担当部局へ電話で申し込むこと。申込み受付後、交付する。

(3)



(6) 　関連情報を入手するための照会窓口　上記３(1)に同じ。

(7) 　詳細は入札説明書による。

　予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を
もって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価
格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ
ると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそ
れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格
をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることが
ある。

(5) 　契約書作成の要否　要


